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 労働契約法に基づく 

「無期転換ルール」に関するアンケート結果について 

～ 「無期転換ルール」の認知度は５４．８％にとどまった ～ 
 

香川労働局（局長：辻 知之）は、労働契約法に基づく「無期転換ルール」※についての企業への

周知・啓発など今後の施策に活用するため、改正育児・介護休業法等説明会に参加した企業を対象

にアンケートを実施しました。（有効回答数 ３３２社）（別添資料１） 

その結果、約半数近くの企業（４５．２％）が「無期転換ルール」についての認識が不十分であること

がわかりました。 

 

「内容も理解し、知っている」             １８２社（５４．８％） 

 

「聞いたことはあるが、内容はよくわからない」  １０４社（３１．３％） 

「知らない、わからない」                 ４６社（１３．９％） 

 

 
 このアンケート結果を受けて、香川労働局では今後、以下の取組を進めていくこととしてい
ます。 
 

＜今後の取組予定＞ 
○労働局等が開催するあらゆる講習会等においてリーフレット配布による周知を行う。 
○労働基準監督署が行う監督指導時にリーフレットを配布し、周知啓発を行う。 
○労働基準監督署、ハローワーク求人窓口でのリーフレット配布による周知を行う。 

 
 

※ 「無期転換ルール」とは、 

有期契約労働者の雇用の安定を図るため、労働契約法に基づき平成２５年４月から、有期労働契

約が反復更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約

（無期労働契約）に転換できるルールです。 

労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換申込みが、平成３０年度から本格的に行われるこ

とから、法の趣旨・内容について理解がなければ労使間でのトラブルが生じる可能性があります。 

直前になってからでは、無期転換後の就労環境の整備等、必要な対応が間に合わないこともある

ため、早急な対応が必要です。 
 
＜添付資料＞ 
１ 「無期転換ルール」に関するアンケート結果 
２ 無期転換の準備、大丈夫ですか？ 
３ ご存知ですか？「無期転換ルール」 

   ～ 準備を始めましょう、就業規則の見直しや規定の整備 ～ 
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